
 

 

川崎市訓令第１０号 

 

庁 中 一 般  

各 か い  

 

川崎市競争入札参加者選定規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

  令和 ８ 年 ５ 月 ８ 日 

 

川崎市長 福 田 紀 彦 



川崎市競争入札参加者選定規程の一部を改正する訓令 

 川崎市競争入札参加者選定規程（昭和５０年川崎市訓令第７号）の一部を次

のとおり改正する。 

 別表第１第１項第７号中「の写し」を削り、同項第９号中「２年（設立後２

年を経過していない法人にあっては、直前の年）分」を「１年の事業年度」に

改め、同表第２項中「・」を「、」に改め、同項第７号中「２年（設立後２年

を経過していない法人にあっては、直前の年）分」を「１年の事業年度」に改

める。 

 別表第２第２項中「・」を「、」に改め、同項第１号中「年間平均実績高」

を「直前１年の事業年度の実績高」に改める。 

 別表第３第１項を次のように改める。 

１ 工事請負契約 

業 種 等級 発 注 標 準 金 額 

土 木 工 事 

Ａ １億円以上 

Ｂ ３，５００万円以上１億円未満 

Ｃ １，７００万円以上  ３，５００万円未満 

Ｄ １，７００万円未満 

下水管きょ工事 

Ａ １億２，０００万円以上 

Ｂ ５，０００万円以上１億２，０００万円未満 

Ｃ １，２００万円以上  ５，０００万円未満 

Ｄ １，２００万円未満 

舗 装 工 事 

Ａ ５，０００万円以上 

Ｂ １，７００万円以上  ５，０００万円未満 

Ｃ １，７００万円未満 



 Ａ ４億２，０００万円以上 

建 築 工 事 
Ｂ １億円以上      ４億２，０００万円未満 

Ｃ ２，０００万円以上１億円未満 

 Ｄ ２，０００万円未満 

電 気 工 事 

Ａ ８，０００万円以上 

Ｂ ２，５００万円以上  ８，０００万円未満 

Ｃ ２，５００万円未満 

空調衛生工事 

Ａ ８，０００万円以上 

Ｂ ２，５００万円以上  ８，０００万円未満 

Ｃ ２，５００万円未満 

水道施設工事 

Ａ ２億５，０００万円以上 

Ｂ １億２，５００万円以上２億５，０００万円未満 

Ｃ ４，０００万円以上１億２，５００万円未満 

Ｄ ４，０００万円未満 

その他の工事 等級区分なし 

 別表第３第２項中「業務委託契約」の次に「、製造請負契約、物件買入れ契

約等」を加え、「。」を削り、同表第３項を削る。 

 第１号様式を次のように改める。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この訓令は、公表の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の訓令の規定は、令和９年度に係る競争入札参加資格審査申請から

適用し、令和８年度に係る競争入札参加資格審査申請については、なお従前

の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


